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お問い合わせ先《営業課 　85－7094》

水道の
基本料金を 2か月分無料
　電気・ガス料金を含む物価の高騰による市民や事業者の経済的な負担を軽減
するため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を、一宮市全
体として活用していく事業の1つとして、水道の基本料金を2か月分無料（事業費
に係る交付金額　約2億4,000万円）にします。

対象者対象者対象者対象者 一宮市内で市水道を利用している世帯及び事業者（官公庁は除く）一宮市内で市水道を利用している世帯及び事業者（官公庁は除く）一宮市内で市水道を利用している世帯及び事業者（官公庁は除く）一宮市内で市水道を利用している世帯及び事業者（官公庁は除く）

〇令和5年9月検針分（令和5年10月請求）
〇令和5年10月検針分（令和5年11月請求）
〇令和5年9月検針分（令和5年10月請求）
〇令和5年10月検針分（令和5年11月請求）
〇令和5年9月検針分（令和5年10月請求）
〇令和5年10月検針分（令和5年11月請求）
〇令和5年9月検針分（令和5年10月請求）
〇令和5年10月検針分（令和5年11月請求）

※基本料金を差し引いた額が請求金額となります。申請手続きは必要ありません。
※下水道使用料は対象外です。　※検針・請求は2か月ごとに行います。

対象期間対象期間対象期間対象期間

検針月検針月検針月検針月

9月検針地区9月検針地区9月検針地区9月検針地区

10月検針地区10月検針地区10月検針地区10月検針地区

令和5年7月令和5年7月令和5年7月令和5年7月 8月8月8月8月 9月9月9月9月 10月10月10月10月 11月11月11月11月

7月検針日から9月検針日まで7月検針日から9月検針日まで7月検針日から9月検針日まで7月検針日から9月検針日まで 請求請求請求請求

8月検針日から10月検針日まで8月検針日から10月検針日まで8月検針日から10月検針日まで8月検針日から10月検針日まで 請求請求請求請求

〇基本料金の無料額は以下の通りです（税込）〇基本料金の無料額は以下の通りです（税込）〇基本料金の無料額は以下の通りです（税込）〇基本料金の無料額は以下の通りです（税込）

※消費税の計算上生じる端数処理の方法により、
　1円の差異が生じる場合があります。
※消費税の計算上生じる端数処理の方法により、
　1円の差異が生じる場合があります。
※消費税の計算上生じる端数処理の方法により、
　1円の差異が生じる場合があります。
※消費税の計算上生じる端数処理の方法により、
　1円の差異が生じる場合があります。

〇無料期間中のご使用水量のお知らせは
　水色の用紙を使用します
〇無料期間中のご使用水量のお知らせは
　水色の用紙を使用します
〇無料期間中のご使用水量のお知らせは
　水色の用紙を使用します
〇無料期間中のご使用水量のお知らせは
　水色の用紙を使用します

【市公式ウェブサイト】　　1056493ID



水道事業・下水道事業の経営状況について
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水道事業
一宮市の水道事業はこれまで豊富な水源を活かして、安全で低廉な水道
サービスを持続してきました。
一宮市の水道事業はこれまで豊富な水源を活かして、安全で低廉な水道
サービスを持続してきました。
一宮市の水道事業はこれまで豊富な水源を活かして、安全で低廉な水道
サービスを持続してきました。
一宮市の水道事業はこれまで豊富な水源を活かして、安全で低廉な水道
サービスを持続してきました。

1か月あたりの使用水量20㎥の水道料金比較表（口径13ｍｍ・税込・令和5年4月1日時点）1か月あたりの使用水量20㎥の水道料金比較表（口径13ｍｍ・税込・令和5年4月1日時点）1か月あたりの使用水量20㎥の水道料金比較表（口径13ｍｍ・税込・令和5年4月1日時点）1か月あたりの使用水量20㎥の水道料金比較表（口径13ｍｍ・税込・令和5年4月1日時点）

　その一方で、令和4年度末時点で、昭和10年（1935年）布設の水道管を
はじめ、水道管の約34％が老朽化（法定耐用年数40年を超過）しています。
老朽化した水道管の更新を進めていくには多額の費用が必要となります。

　将来にわたって水道を安定的に使い続
けるためには、老朽化対策と共に、地震に
強い水道管への入れ替えも進めていく必
要があります。人口の減少による料金収
入の減少が見込まれるなかで、それらの
事業に取り組んでいく必要があります。

水道管の老朽化に伴う漏水
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犬山市  1,479円 一宮市  1,920円
4番目／県内43団体 愛西市（八開地区）  3,630円
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布設延長

管理延長水道管の全延長約2,444ｋｍ
のうち約820ｋｍ（約34％）
が耐用年数を超過

水道管の布設延長及び管理延長の推移表（令和4年度末時点）水道管の布設延長及び管理延長の推移表（令和4年度末時点）水道管の布設延長及び管理延長の推移表（令和4年度末時点）水道管の布設延長及び管理延長の推移表（令和4年度末時点）
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お問い合わせ先《経営総務課 　85－7691》

令和４年度末下水道整備区域図

老朽化した下水道管の更新

老朽化した下水道管の
破損による道路の陥没

整備済区域
整備予定区域

経営改善の取組

上下水道事業の収益の柱である水道料金・下水道使用料収入は、人
口減少や節水型機器の普及に伴い使用される水量の減少により減収が
見込まれています。その一方で整備に使った借金の返済、施設の老朽
化対策、発生が危惧されている巨大地震など災害への備えに多額の資
金が必要となります。このような状況の中、事業の運営を続けていくた
めに令和5年3月に一宮市上下水道事業経営戦略（経営計画）を見直し、
経営改善に取り組んでいます。【市公式ウェブサイト】

下水道事業

　公衆衛生の向上、水環境の保全のため下水道未普及地区の整備を進めていま
す。令和4年度末には整備目標の約90％まで整備が進みました。その一方で、令
和4年度末時点で、下水道管の全延長約1,477ｋｍのうち約15％が老朽化（法
定耐用年数50年を超過）しており、下水道管の更新も進めていく必要があります
が、こちらも多額の費用が必要になります。

１０２８５５６ID

老朽化対策
が必要！

危ない！

浸水対策

地震対策 水道管・下水道管の更新

老朽化した
施設の更新

人口減少

災害への備え

資金の確保
老朽化対策
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4 ★財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いします。

インボイス制度が始まります（納入通知書が変わります）

　消費税に関する改正に伴い、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
導入後は上下水道料金の納入通知書の様式が以下のように変わります。
　消費税に関する改正に伴い、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
導入後は上下水道料金の納入通知書の様式が以下のように変わります。
　消費税に関する改正に伴い、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
導入後は上下水道料金の納入通知書の様式が以下のように変わります。
　消費税に関する改正に伴い、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
導入後は上下水道料金の納入通知書の様式が以下のように変わります。

※消費税額等(10%)と水道事業・下水道事業
　の登録番号を追加しました。
※事業ごとで2カ月分合計後に消費税の計算を
　行うことになりました。

※消費税額等(10%)と水道事業・下水道事業
　の登録番号を追加しました。
※事業ごとで2カ月分合計後に消費税の計算を
　行うことになりました。

※消費税額等(10%)と水道事業・下水道事業
　の登録番号を追加しました。
※事業ごとで2カ月分合計後に消費税の計算を
　行うことになりました。

※消費税額等(10%)と水道事業・下水道事業
　の登録番号を追加しました。
※事業ごとで2カ月分合計後に消費税の計算を
　行うことになりました。

一宮市上下水道部の各事業の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
　水道事業（水道料金）　　　：T2-8000-2000-0905
　下水道事業（下水道使用料）：T4-8000-2000-0903

一宮市上下水道部の各事業の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
　水道事業（水道料金）　　　：T2-8000-2000-0905
　下水道事業（下水道使用料）：T4-8000-2000-0903

一宮市上下水道部の各事業の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
　水道事業（水道料金）　　　：T2-8000-2000-0905
　下水道事業（下水道使用料）：T4-8000-2000-0903

一宮市上下水道部の各事業の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
　水道事業（水道料金）　　　：T2-8000-2000-0905
　下水道事業（下水道使用料）：T4-8000-2000-0903

【市公式ウェブサイト】　　1056917ID

広　告 おしらせ

〈変更後の様式〉〈変更後の様式〉〈変更後の様式〉〈変更後の様式〉 水 道 料 金 円 1,344

合  計  円 2,831

内、消費税額等(10%) 円 122

内、消費税額等(10%) 円

事業者名　　一宮市水道事業　　        　　一宮市下水道事業
登録番号　 T2-8000-2000-0905     T4-8000-2000-0903

135

下 水 道 使 用 料 円 1, 487

お問い合わせ先《営業課 　85－7094》

下水道へ接続し、衛生的できれい
な住み良い街にしましょう！！


